
 

失語症とは、脳の病気やケガなどで言葉

に関わる脳の部位が傷つくことにより、

「話す」「聴いて理解する」「読む」

「書く」といったことが不自由になる障

害です。 

 

言葉が浮かばない、相手の言葉が理解で

きない、文字が読めない・書けない等、

様々な症状があります。  

 

言葉は、社会生活を送る上でとても大切

なものです。失語症になると、周囲の人

との交流が減って孤立し、自信が持てず

に大きな不安を抱える方もいます。 

また、自分の障害を周囲の人に理解して

もらうことがさらに困難になるなど、そ

の方の生活や人生に大きな影響を及ぼし

ます。  
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失語症の方が参加する団体及び 

失語症の方に 

地域での自立生活及び 

社会参加を促すことを目的に 

豊島区がコミュニケーション 

支援者を派遣します。 
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 豊島区では 

失語症の人の社会参加を 

お手伝いしていきます 
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 コミュニケーション支援者とは 
 

失語症の方と他者とのコミュニケーションの橋渡し

を行います。豊島区では、次のいずれかに該当す

る方が、コミュニケーション支援者として登録して

います。 

（1）言語聴覚士 

（2）東京都が実施する「失語症者向け意思疎通

支援者養成講習会（必修基礎コース）」修了者 

（3）(2)と同等の技量を有する方（失語症会話

パートナー等） 
 

＊上記に該当する方で、登録を希望される方は、心身障

害者福祉センターまでお問い合わせください。 

【派遣のイメージ】 

 

（１）団体派遣 

対象：区内に活動の本拠を置き、区内 

在住の失語症の方が参加し、失語

症の方の自立生活及び社会参加を

促す団体 
＊区民1名に対し、原則1名のコミュニケー

ション支援者を派遣します。 

 

（2）個人派遣 

対象：区内在住の失語症の方 
＊障害者手帳の有無は問いません。 

 

意思疎通支援が必要な場面に、コミュニ

ケーション支援者を派遣します。 

 

 

派遣時間 
午前9時から午後5時 ＊個人派遣は平日のみ 

1日6時間を限度 

 

派遣先 
豊島区内（外出時は東京都内に限る。） 

 
利用できる場面の例 

会合・会議等、公共機関、病院、買い物、公共交通機関 

利用時、社会参加の場面等でのコミュニケーション 

支援 
  （政治・宗教活動、営利を目的とする活動を除く。） 

 

利用料 
 無料   
＊支援中の支援者に係る交通費、入場料等は、利用者または 

利用団体にご負担頂きます。 

 

派遣対象 
コミュニケーション支援者の派遣には、

以下の2種類があります。 

② 派 遣 申 請 

団 体 ・ 利 用 者 

③ 調 整 

④ 派 遣 

コミュニケーション

支 援 者 

① 利用相談・登録 

利用方法 
利用登録後、派遣申請をして頂きます。 
 

          利用の流れ   

   ＜登録＞           ＜派遣＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊まずは心身障害者福祉センターまでお問合せ 

ください。  

利用相談 

利用登録申請 

利用登録 

派遣申請 

支援者調整 

派遣決定 

派遣実施 

ご家族・関係者から 

の相談も可能です。 

登録申請書を提出 

します。 

派遣申請書を提出 

します。 

区が、派遣する支 

援者を調整します。 

派遣承認通知書が 

発行されます。 

登録承認通知書が 

発行されます。 


